
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

問 い 合 わ せ 先 

受験申込書請求先 

受 験 申 込 先 

青 森 県 三 戸 町 役 場 総 務 課 庶 務 班 

〒039-0198 青森県三戸郡三戸町大字在府小路町 43番地 

TEL：0179-20-1115（総務課直通） 内線 2214番 

https://www.town.sannohe.aomori.jp/E-mail:mail01@town.sannohe.lg.jp 

令和８年度 
 

三戸町職員採用試験実施要綱 
 

〔行政職（社会人枠）〕 



１．種類、区分、採用予定人員及び職務の内容              

職 種 区 分 採用予定人員 職  務  の  内  容 

行政職 社会人枠 １名程度 
町長部局等の本庁又は出先機関において一般

行政事務に従事する。 

 

２．受験資格                                

 次のいずれにも該当する者であること 

(1)  昭和５６年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた者で、学校教育法に定め

る高等学校卒業以上の学歴を有する者 

 (2) 活字印刷文による出題に対応できる者 

 (3) 次のいずれかに該当する者は受験できません。 

○ 日本の国籍を有しない者 

  ○ 地方公務員法第 16条に規定する欠格条項のうち以下に該当する者 

   ・ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者 

   ・ 三戸町の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

   ・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その

他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３．試験の日時、場所及び合格発表                  

試験 試 験 日 
場     所 合  格  発  表 

試験地 試験会場 発表日 発 表 方 法 

第１次 

試 験 

9月 20日(日) 

午前 9時から 
三戸町 三戸町役場 10月中旬 受験者全員に合否を書面で

通知するほか、役場掲示板及

び町ホームページ上に合格

者の受験番号を掲示する。 
第２次 

試 験 

(予定) 

11月上旬 三戸町 三戸町役場 11月中旬 

 

４．試験の方法                               

(1) 第１次試験 

公益財団法人日本人事試験研究センターの試験実施要項に基づく教養試験及び各種検

査を行います。 

試験科目等 出 題 分 野 ・ 出 題 数 ・ 解 答 時 間 

職務能力試験 

論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の資料を分析

する力、国内外の社会情勢への理解等を確認するための基礎的な出

題・６０題（４肢択一式）・１時間 

職務適応性検査 
公的部門の職員として必須の５つの性格特性（積極性、共感性、柔軟

性、自我強度、規範性）を把握する検査・１５０項目・２０分 



 

(2) 第２次試験 
 

   第１次試験合格者について、作文、個別面接を行います。 

 

 

５．受験の手続及び申込受付期間                     

(1) 申込受付期間 

令和８年６月２６日（金）から７月２９日（水）まで 

書類提出の場合の受付時間は、平日の午前８時１５分から午後５時までです。（ただし、

土・日曜日及び祝祭日は閉庁日ですので、受け付けできません。） 

郵送による場合は、令和８年７月２９日（水）必着です。 

 

(2) 手続 

受
験
申
込
方
法 

インターネッ

トによる電子

申請 

 

(https://www.town.sannohe.aomori.jp/soshiki/soumu/shokui

nsaiyouannai/index.html)

URL  

紙媒体による

書類の提出 

役場に持参する

場合 

以下の書類を総務課庶務班に提出してくださ

い。 

 ◎採用試験受験申込書（写真添付） 

 ◎履歴書（写真添付） 

※ 添付する顔写真は６ヶ月以内に撮影した

もので、縦４㎝×横３㎝のもの添付。 

※ ◎印の書類は、下記いずれかの方法によ

り入手したものを使用すること。 

郵送する場合 

封筒の表に「行政職(社会人)請求」と朱書し、

直接持参する場合と同様の書類を三戸町役場

総務課庶務班まで郵送してください。 

申
込
用
紙 

の
入
手
方
法 

役場で受け

取る場合 

三戸町役場総務課庶務班（役場庁舎２階）で配

布します。 

郵送で請求

する場合 

封筒の表に「行政職(社会人)請求」と朱書し、

140 円（速達による送付を希望の場合は 440

円）分の切手を貼った宛先明記の返信用封筒

（角形２号）を同封の上、三戸町役場総務課庶

務班宛てに郵送で請求してください。 

ダウンロー

ドする場合 

三戸町役場公式ホームページからダウンロー

ドしてください。 

https://www.town.sannohe.aomori.jp/


受

験

票

の

交

付 

電 子 申 請 者 

登録したメールアドレスに、８月中旬に送信します。 

◎ 印刷した 受験票 を第１次試験当日に持参し、顔写真付きの

身分証明書（運転免許証、学生証等）と一緒に受付にご提示く

ださい。 

書 類 提 出 者 受験票は、８月中旬に発送します。 

なお、受験票が８月中に届かない場合は、三戸町役場総務課庶務班に至急連絡し

てください。 

 

６．採用予定年月日                        

令和９年４月１日 

 

７．給与等                            

給与は、三戸町職員の給与に関する条例に基づき支給されます。 

上級行政職（大学直卒）の初任給（令和８年４月１日現在）は､２３２，０００円です。 

なお、採用前の職歴などにより加算措置があります。 


